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1. はじめに 
袋井市中部を流れる蟹田川、沖之川および小笠沢川の流域は、低い土地が広く分布しているこ

とから、度々深刻な浸水被害に見舞われており、平成 10 年 9 月洪水では、3 河川流域において 69
戸、平成 16 年 11 月洪水では、3 河川流域において 214 戸の床上・床下浸水の被害が発生した。 

このような浸水常襲地区を持つ袋井市中部の蟹田川・沖之川・小笠沢川流域における浸水被害

を教訓とし、平成 20 年度から「袋井市中部豪雨災害対策アクションプラン」に基づき、蟹田川・

沖之川・小笠沢川流域の床上浸水常襲地区を対象として、床上浸水常襲地区である蟹田川・沖之

川・小笠沢川流域を対象として、緊急的な整備を進めてきた。「袋井市中部豪雨災害対策アクショ

ンプラン」に基づく整備が完了したことを受け、「袋井市中部総合的治水対策」として整備目標を

引き上げ、流域全体の治水安全度向上を目指し整備を進めている。 
しかしながら、令和元年 7 月洪水、令和元年台風 19 号では床上・床下浸水の被害が発生し、さ

らに令和 4 年 9 月の台風 15 号では、3 流域全体で床上・床下浸水 249 戸と平成 16 年 11 月洪水

（床上・床下 214 戸）を超える浸水被害が発生した。 
このような甚大な被害をもたらした水災害は、袋井市中部に限らず、全国的に激甚化・頻発化

している。これらを受け、国土交通省では、3 河川流域を含む天竜川下流の地域において、気候変

動による降雨量増大に備え、流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を推進する「遠州流域

治水プロジェクト」を展開している。 
今回作成した「袋井市中部水災害対策プラン」では、今回甚大な被害が発生した蟹田川・沖之

川・小笠沢川を対象とし、河川管理者による河川改修を進めることはもとより、住民一人ひとり

に至るまでの流域のあらゆる関係者が浸水被害の実態や原因、対策の目標について認識を共有し

ながら、各々が取り組むべき「流域治水」をより強力に推進し、実現を図るための対策を示した

ものである。 
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2. 流域の概要 
2.1 河川および流域の概要 
（１）蟹田川流域 

袋井市中流部を流れる二級河川太田川水系の蟹田川は、流域面積約 18km2、幹線流路延長

5.1km の二級河川である。蟹田川は、JR 東海道本線袋井駅の西側を南北に流下し原野谷川に合

流するが、流域中部には東名高速道路、流域南部には JR 東海道本線、JR 東海道新幹線が東西

に横断している。 
流域内の標高は、北部が 15m、南部の水田地帯が 5m 程度で平坦な地形となっているが、支川

の松橋川下流部は、標高が低く窪地地形となっている。 
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図 2.1 流域概要図（蟹田川） 
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（２）沖之川流域 

袋井市中流部を流れる二級河川太田川水系の沖之川は、流域面積約 13km2、幹線流路延長

3.4km の二級河川である。 
沖之川は、JR 東海道本線袋井駅の北東に位置し、宇刈川に合流後原野谷川に合流するが、流

域南部には東名高速道路や国道 1 号袋井バイパスが東西に横断している。 
沖之川上流部の山地と中・下流部の平地からなり、東名高速道路より南側は標高が低く、特に

沖之川中流域は窪地地形となっている。 
 

 

図 2.2 流域概要図（沖之川） 

袋井市役所 
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（３）小笠沢川流域 

袋井市中流部を流れる二級河川太田川水系の小笠沢川は、流域面積約 13km2、幹線流路延長

7.2km の二級河川である。 
小笠沢川は、小笠山から原野谷川に向かい西に流下している河川であり、小笠沢川流域の秋田

川排水区は袋井市の中心部に位置し、排水区の中流部を JR 東海道本線及び JR 東海道新幹線が

東西を横断し、排水区の西側には主要地方道袋井大須賀線が南北に通っている。 
秋田川排水区では、JR 東海道新幹線を境に、北側は東から西へ階段状の地勢をなし、南側は

西に向かって緩勾配で傾斜している。 
標高は東部山間地で標高 55m、南部水田地帯で標高 7m と高低差が大きく、秋田川と JR 東海

道新幹線で囲まれた区域は、窪地地形となっている。 
 
 

 

図 2.3 流域概要図（小笠沢川） 
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2.2 流域の地形・土地利用 
流域の地形は、大きく山地（小笠沢川流域と沖之川流域の上流部）と低地（蟹田川流域と沖之

川流域の中下流域）からなっている。特に、蟹田川支川の松橋川下流部や沖之川中流部の東名高

速道路周辺、小笠沢川支川の秋田川流域は地盤が低く、窪地地形となっていることから洪水時に

雨水が集中し浸水被害が発生しやすい地域となっている。 
蟹田川および沖之川流域では、昭和 51 年から平成 18 年にかけて宅地が倍増しており、その

後も令和 3 年にかけて市街化が進んでいる。特に、蟹田川流域では市街地の進展が著しく、工場

用地や宅地などの市街化が進展した。また、沖之川流域では、中下流部の水田が宅地などの市街

化が進んでいることが見て取れることから、今後も市街化が進むものと想定される。 
小笠沢川流域では、流域全体において、昭和 51 年から令和 3 年までに森林が 7%減少、水田・

農地が約 15%減少に対して、宅地が約 50%増加しており、増加した宅地の多くが小笠沢川下流

部右岸に集中している。同区域は袋井市立地適正化計画において居住誘導区域に、袋井駅周辺は

都市機能誘導区域に設定されており、今後も市街化が進むものと想定される。 
市街化は袋井市の発展に欠かせないものであるが、一方で流域の貯留・保水機能を減少させて

おり、今後さらに市街化が進むと、浸水被害の拡大が予想される。 
 

 

図 2.4 流域の地形 

 
 
 

蟹田川流域 

沖之川流域 

小笠沢川流域 
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【昭和 51 年】 

 
出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ（昭和 51 年度） 
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 
【平成 18 年】 

 
出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ（平成 18 年度） 
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 

図 2.5 土地利用の変遷（昭和 51 年・平成 18 年） 

蟹田川流域 

沖之川流域 

小笠沢川流域 

蟹田川流域 

沖之川流域 

小笠沢川流域 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
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【平成 28 年】 

 
出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ（平成 28 年度） 
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 
【令和 3 年】 

 
出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ（令和 3 年度） 
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 

図 2.6 土地利用の変遷（平成 28 年・令和 3 年） 

蟹田川流域 

沖之川流域 

小笠沢川流域 

蟹田川流域 

沖之川流域 

小笠沢川流域 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
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昭和 51 年時点 平成 18 年時点 

平成 28 年時点 令和 3 年時点 

出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 

図 2.7(1) 土地利用の変遷（蟹田川流域） 

  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html


 

10 

 
昭和 51 年時点 平成 18 年時点 

平成 28 年時点 令和 3 年時点 

出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 

図 2.7 (2) 土地利用の変遷（沖之川流域） 

 
  

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
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昭和 51 年時点 平成 18 年時点 

平成 28 年時点 令和 3 年時点 

出典：国土交通省国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html） 

図 2.7 (3) 土地利用の変遷（小笠沢川流域） 

 
 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-2021.html
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3. 近年豪雨による浸水被害の分布 
3.1 浸水被害の状況 
近年、浸水被害が大きい豪雨は、平成 10 年 9 月洪水（浸水被害 69 戸）、平成 16 年 11 月洪水

（床上浸水 35 戸、床下浸水 179 戸）、令和元年 10 月（台風 19 号）洪水（床上浸水 4 戸、床下

浸水 55 戸）、令和 4 年 9 月（台風 15 号）洪水（床上浸水 119 戸、床下浸水 130 戸）である。 
これらの浸水被害は、地盤高が低く浸水しやすい地形や、蟹田川・沖之川・小笠沢川やこれら

の河川に流入する支川や雨水排水路の流下能力と排水施設の能力不足のほか、市街地の拡大等に

よる保水機能の低下など、様々な要因が複合して発生したものである。 
 

表 3.1 浸水被害実績一覧 

 
 

洪水名 降雨要因

床上 床下 床上 床下 床上 床下

S49.7.7 七夕豪雨 19.5 1/2以下 70.5 1/2以下 6

H1.6.28 台風22号 39.0 1/2以下 79.0 1/2以下 6
H1.9.19-20 前線 20.0 1/2以下 56.0 1/2以下 1
H2.8.9-10 台風11号 28.0 1/2以下 127.0 1/2以下 3
H2.9.30 台風20号 50.0 1/3 136.0 1/2以下 6 20 1 17

H3.9.18-19 台風18号 24.0 1/2以下 188.0 1/5 5 5
H3.11.27-28 前線 37.0 1/2以下 115.0 1/2以下 1 1 5
H4.9.29-30 秋雨前線 37.0 1/2以下 176.0 1/4 4 5
H7.7.1 梅雨前線 34.5 1/2以下 109.0 1/2以下 3

H10.9.15-16 台風5号 32.5 1/2以下 140.0 1/2以下 10 12
H10.9.21~22 台風7号 23.5 1/2以下 78.0 1/2以下 2
H10.9.23-24 台風6,7号 51.0 1/3 206.0 1/7 15 25 1 28
H12.6.28 梅雨前線 35.0 1/2以下 139.0 1/2以下 2

H13.8.21-22 台風11号 25.0 1/2以下 176.0 1/4 2
H13.9.10-11 台風15号 21.0 1/2以下 38.0 1/2以下 2
H16.10.19 台風22号 28.0 1/2以下 189.0 1/5 2 4

H16..11.11-12 集中豪雨 76.0 1/20 264.0 1/30 15 74 16 28 4 77
H17.7.9 大雨 50.0 1/3 189.0 1/5 1 1 9
H17.9.5 台風14号 52.0 1/3 109.0 1/2以下 1 4
H24.8.14 大雨 57.5 1/5 182.5 1/4 5 18 1
H25.4.6-7 大雨 50.0 1/3 157.5 1/2以下 1 1
H26.10.5-6 台風18号 56.5 1/4 295.5 1/60 4 18 3
H27.9.8-9 台風18号 43.0 1/2 209.5 1/7 1
H29.6.21 大雨 39.0 1/2以下 171.5 1/3 3
H29.10.29 台風22号 33.5 1/2以下 119.0 1/2以下 1 1
R1.7.22-23 大雨 92.0 1/70 145.5 1/2 13 1 1
R1.10.12 台風19号 41.5 1/2以下 348.5 1/200 1 1 11 3 43
R3.7.29 大雨 61.5 1/5 124.5 1/2以下 1
R4.7.16 大雨 38.0 1/2以下 111.5 1/2以下 1 1

R4.9.22-23 台風15号 62.0 1/7 256.5 1/25 14 6 51 34 54 90

小笠沢川

堤防決壊3ヶ所
家屋全壊流出87戸
浸水家屋2,240戸
農地浸水989ha

時間最大
雨量(mm)

確率
24時間
雨量(mm)

確率

袋井観測所雨量 浸水被害（家屋浸水戸数）

蟹田川 沖之川



 

13 

 
平成１０年９月洪水 沖之川流域の浸水状況 

（村松山科線と新屋鷲巣線交差点冠水状況） 

 

 
平成１０年９月洪水 沖之川流域の浸水状況 

（菅ヶ谷肉市場から大谷川周辺の冠水状況） 

 
平成１０年９月洪水 沖之川流域の浸水状況 

（菅ヶ谷大谷川から鷲巣下方面を望む） 

 

 

 
平成１６年１１月洪水 小笠沢川流域の浸水状況 

（小川町公会堂から秋田川上流を望む） 

 
平成１６年１１月洪水 小笠沢川流域の浸水状況 

（小川町 9-18 から東を望む） 

 

 

 

 

 
平成１７年９月洪水 蟹田川の出水状況 

（JR 東海道橋梁付近） 

 

 
平成１６年１１月洪水 蟹田川流域の浸水状況 

（松橋川木原地区） 

 
平成１７年９月洪水 蟹田川流域の浸水状況 

（松橋川川井西地区） 

図 3.1 主要洪水の浸水被害 

松橋川 

蟹 

田 

川 

秋田川 

村松西地区 

凡 例 

床上浸水常襲地区 

大谷川左岸地区 

高南地区 

新池地区 

田原地区 

川井西地区 
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3.2 浸水被害の分布 
3.2.1 現況流下能力 

(1) 蟹田川現況流下能力 

蟹田川の流下能力は、整備計画区間のうち整備済みの 0.0k～0.9k 区間は HWL 評価で概ね

整備計画における計画流量（年超過確率 1/10）を満足している。 
しかし、蟹田排水機場の樋門が存在しているため、1.0k より上流側ではほぼ全川にわたっ

て堤防高－余裕高評価でも整備計画における計画流量（年超過確率 1/10）を満足していない。 
 

 

図 3.2 流下能力図（蟹田川） 
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(2) 沖之川現況流下能力 

沖之川の現況流下能力は、整備計画区間（0.0k～3.4k）のうち、0.4k～3.2k で左右岸とも

堤防高－余裕高評価で整備計画における計画流量（年超過確率 1/10）を満足していない。 
 

 

図 3.3 流下能力図（沖之川） 

 

整備計画区間 
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(3) 小笠沢川現況流下能力 

小笠沢川は整備計画の対象河川ではないため、将来計画（年超過確率 1/50）の流量につい

て評価した。現況流下能力は、下流の 2.0k より下流区間において、左右岸とも堤防高－余裕

高評価で将来計画における計画流量（年超過確率 1/50）は満足しておらず、中～上流部の一

部（3.2k 付近～4.7k 付近）で将来計画における計画流量を満足していない区間がある。 
 

 

図 3.4 流下能力図（小笠沢川） 
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3.2.2 各地区の浸水被害の原因 
(1) 蟹田川の浸水被害の原因 

R4.9 洪水では、蟹田川からの越水はなく、蟹田川彦島大橋の水位は氾濫注意水位を超過し

た程度である。しかし、蟹田川と松橋川合流部の形状が複雑なこと、蟹田川および松橋川の

流下断面の不足により松橋川の水位が上昇し、松橋川に流入する排水路の排水不良の要因に

なったと考えられる。 
また、松橋川の下流側に位置する新池地区の工業団地は、周辺地盤に比べて低いことから、

周囲に降った雨が道路などを通じて集まりやすいことも相まって浸水したと考えられる。 
 

 

図 3.5 近年の浸水被害発生状況（蟹田川） 

川井西地区 

新池地区 

田原地区 

太
田

川
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＜R4.9 洪水＞ 

 

＜R1.10 洪水＞ 

 

＜H16.11 洪水＞ 

 

＜H10.9 洪水＞ 

 

図 3.6 降雨・水位の時間分布（蟹田川） 

 
 
 

堤防高 堤防高 

堤防高 堤防高 
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(2) 沖之川の浸水被害の原因 

R4.9 洪水では、沖之川からの越水はなく、沖之川の水位についても氾濫注意水位をわずか

に超過する程度である。しかし、沖之川の流下断面不足により村松西排水路や大谷川の水位

が上昇したと考えられる。村松西排水路の水位上昇による排水困難と、周辺より地盤高が低

い村松西地区に雨水が集中したことで浸水したと考えられる。 
また、大谷川の左岸地区については、沖之川・大谷川・国本排水路の合流箇所の形状が複

雑なことが浸水被害発生の要因と考えられる。 
さらに、沖之川中流域が地形的に窪地であることも相まって排水できない雨水が貯留し、

水田地帯で浸水したと考えられる。 
 

 

図 3.7 近年の浸水被害発生状況（沖之川） 

 
 
 

村松西地区 

大谷川左岸地区 

東名高速道路 



 

20 

＜R4.9 洪水＞ 

 

＜R1.10 洪水＞ 

 

＜H16.11 洪水＞ 

 

＜H10.9 洪水＞ 

 

図 3.8 降雨・水位の時間分布（沖之川） 

 
 
 

堤防高 堤防高 

堤防高 堤防高 
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(3) 小笠沢川の浸水被害の原因 

R4.9 洪水では、小笠沢川からの越水はなく、小笠沢川の水位についても氾濫注意水位の超

過も確認されていない。 
小笠沢川の水位上昇に伴い、秋田川で自然排水できなくなって溢水したと考えられる。 
秋田川では小笠沢川の逆流防止のため水門を閉鎖し、ポンプで排水したが、排水能力以上

の降雨であったため、秋田川に流れ込む雨水に排水が追い付かなかった可能性がある。 
 

 

 

図 3.9 近年の浸水被害発生状況（小笠沢川） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高南地区 
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＜R4.9 洪水＞ 

 

＜R1.10 洪水＞ 

 

＜H16.11 洪水＞ 

 

＜H10.9 洪水＞ 

 

図 3.10 降雨・水位の時間分布（小笠沢川） 

 
 

 
 

堤防高 堤防高 

堤防高 堤防高 
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4. 気候変動による氾濫リスク 
4.1 広域かつ計画外力を上回る集中豪雨の発生状況 
近年、毎年のように日本各地で、これまで経験したことのない観測史上 1 位や計画規模を上回

る豪雨により、深刻な水害や土砂災害が発生しており、これまでの施策では対応しきれない新た

な課題が明らかとなった。 

表 4.1 観測史上 1 位や計画規模を上回る洪水 

洪水名称 主な河川 被害 

平成 27 年 9 月 

関東・東北豪雨 
鬼怒川等 

死者 2 名、家屋被害約 8,800 戸 

平成 28 年 8 月豪雨 

北海道・東北地方を襲った一連の

台風 

空知川、札内川 

芽室川等 

死者 24 名、全半壊約 940 棟、家屋浸水約

3,000 棟 

平成 29 年 7 月 

九州北部豪雨 
赤谷川等 

死者 42 名、家屋の全半壊等約 1,520 棟、家屋浸

水約 2,230 戸 

平成 30 年 7 月豪雨 
高梁川水系 

小田川等 

死者 224 名、行方不明者 8 名、住家の全半壊等

21,460 棟、住家浸水 30,439 棟 

令和元年東日本台風 

(台風第 19 号) 

信濃川水系 

千曲川、阿武隈川

等 

死者 90 名、行方不明者 9 名、住家の全半壊等

4,008 棟、住家浸水 70,341 棟 

 
【平成 27 年 9 月関東・東北豪雨】 

 
［鬼怒川における浸水被害（茨城県常総市）］ 

【平成 28 年 8 月北海道豪雨】 

 
［空知川における浸水被害（富良野市）］ 

【平成 30 年 7 月豪雨】 

 
［小田川における浸水被害（岡山県倉敷市）］ 

【令和元年東日本台風】 

 
［千曲川における浸水被害（長野県長野市）］ 

図 4.1 観測史上 1 位や計画規模を上回る主な洪水の浸水状況 
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出典：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言～参考資料～第 1 回 気候変動を踏まえた水災害対策検討小

委員会 配付資料 （国土交通省 水管理・国土保全局） 

図 4.2 気候変動等による災害の激化の状況 
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4.2 降雨量の増加と海面水位の上昇 
「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言」※1 では、将来の気温上昇を 2℃以下に抑える

というパリ協定の目標を基に開発されたシナリオ（RCP2.6）に基づく将来降雨量は 1.1 倍、平

均海面水位は 0.29～0.59m 上昇（「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」※2）すると予測

している。このため、今後の水害対策のあり方として、「気候変動を踏まえた水災害対策のあり

方について ～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換 答申」では、

「・・・・気候変動による影響や社会の変化などを踏まえ、住民一人ひとりに至るまで社会のあ

らゆる関係者が、意識・行動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前となる、防災・減

災が主流となる社会の形成を目指し、流域全員が協働して流域全体で行う持続可能な「流域治水」

へ転換するべきである。」と述べられている。 
 

※1：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 R3.4 気候変動を踏まえた治水計画のあり方技術検討会 
※2：気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言 R2.7 気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会 

 

 
出典：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言～参考資料～ 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/pdf/r0304/05_sankou.pdf 

図 4.3 気候変動を考慮した将来の降雨量の変化倍率 

 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/pdf/r0304/05_sankou.pdf
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出典：気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】  

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/hozen/gaiyou.pdf 

図 4.4 気候変動を考慮した将来の平均海面水位の上昇量 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/hozen/gaiyou.pdf
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4.3 袋井市中部の集中豪雨発生状況 
(1) 時間雨量 50mm 以上の雨量発生状況 

近年、各地でゲリラ豪雨等の集中豪雨の発生回数が増えている。また、全国的にみて大型

台風の襲来や集中豪雨による浸水被害は頻発しており、静岡県の降雨（気象庁）でも時間雨

量 50mm 以上降雨の発生回数は、30 年前に比べ約 1.5 倍増加している。 

 

 

図 4.5 時間雨量 50mm 以上の発生状況（全国と静岡県） 

 
 

0

10

20

30

40

50

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023

(回
)

静岡県における時間雨量50mm以上の降雨発生回数

1984-1993

平均 9.4回

2014-2023

平均14.1回

約1.5倍
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(2) 計画規模を超える洪水雨量の発生 

蟹田川・沖之川・小笠沢川を含む太田川の今後 20～30 年における川づくりの計画をまとめ

た「太田川水系河川整備計画」が、平成 13 年 12 月に策定され、蟹田川・沖之川は 1/10 と位

置づけられている。（小笠沢川は整備計画対象河川に位置づけられていない）現在、蟹田川・

沖之川では年超過確率 1/10 雨量に対する河川改修を下流より進めている。 
令和 4 年 9 月洪水における各流域の降雨量は、整備計画規模（1/10）を上回る降雨であっ

た。 
平成 10 年 9 月洪水についても、概ね整備計画規模（1/10）を上回る降雨であり、平成 16

年 11 月洪水では、1 時間雨量において気候変動を踏まえた規模（将来計画規模×1.1 倍）を

上回っている。 
 

表 4.2 太田川水系既定計画と実績洪水の各時間雨量の比較 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

単位：mm

太田川流域 38.7 51.8 71.8 78.9 - - - -
蟹田川流域 33.1 44.3 61.4 67.5 50.5 73.9 38.2 57.2
沖之川流域 33.0 44.1 61.2 67.3 51.0 75.8 38.9 57.9
小笠沢川流域 35.4 47.3 65.6 72.2 54.8 76.5 37.6 54.9
太田川流域 76.2 101.9 141.3 155.5 - - - -
蟹田川流域 63.5 84.9 117.7 129.5 87.9 113.2 62.9 110.4
沖之川流域 63.0 84.3 116.8 128.5 89.8 116.7 63.9 110.9
小笠沢川流域 66.7 89.2 123.7 136.1 93.3 123.4 63.8 107.4
太田川流域 191.5 256.1 355.1 390.6 - - - -
蟹田川流域 150.3 201.0 278.7 306.6 204.1 257.6 273.6 248.9
沖之川流域 149.2 199.5 276.7 304.3 205.8 263.5 276.7 244.4
小笠沢川流域 161.4 215.8 299.3 329.2 214.4 267.6 286.8 239.2

注）・確率雨量は整備計画策定時の計画値である。
　　・蟹田川、沖之川、小笠沢川流域の計画雨量は、S29.9実績降雨に対し、太田川流域の引き伸ばし率を乗じた。
　　・実績洪水の赤値は整備計画規模、青値は将来計画規模、緑値は気候変動を考慮した規模を上回る雨量

H16.11 R1.10 R4.9

実績洪水気候変動
（1/50雨量
×1.1倍）

将来計画
（1/50）

整備計画
（1/10）

流域
H10.9

対象洪水
S29.9

対象時間

1hr

2hr

24hr
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4.4 氾濫リスク 
蟹田川流域の新池地区では、東名高速道路袋井インターチェンジへのアクセスが良好であり、

多くの工場や事業所が立地している。また、沖之川流域では、東名高速道路開通に伴い、工場の

進出や宅地開発などにより市街化が進んだ。そして、袋井市の中心部に位置する小笠沢川流域の

高尾地区および高南地区は、JR 袋井駅へのアクセスの良さから、宅地化が進んでいる。 
蟹田川・沖之川・小笠沢川流域で近年大きな浸水被害の発生した、平成 10 年 9 月洪水、平成

16 年 11 月洪水、令和 4 年 9 月洪水の浸水実績範囲には、交通途絶が予想される主要交通網とし

て、国道 1 号バイパス、JR 東海道本線、JR 東海道新幹線が走っており、洪水時の機能低下が懸

念されることから、治水対策の早急な整備に対する需要が高まっている。 
また、浸水実績の範囲や人口が密集している範囲には、医療施設や学校、保育園の施設などが

含まれ、洪水時の機能低下が懸念されるため、気候変動を考慮した降雨量の増加などに対する備

えが必要である。 
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図 4.6 袋井市中部地域の地盤高 

袋井 IC 

袋井市役所 

袋井土木事務所 
袋井駅 

愛野駅 
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出典：政府統計の総合窓口（e-Stat） 人口及び世帯メッシュデータ（令和 2 年度）（https://www.e-stat.go.jp/） 

図 4.7 袋井市中部地域の人口分布 

袋井市役所 

袋井 IC 

袋井土木事務所 

https://www.e-stat.go.jp/


 

32 

 
 

図 4.8 袋井市中部地域内の重要施設 

 

No. 施設名
① 田原農村総合管理センター
② 田原幼稚園
③ 袋井西コミュニティセンター 彩雲館
④ 袋井西幼稚園
⑤ 静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所
⑥ 若草こども園
⑦ 今井幼稚園
⑧ 今井コミュニティセンター 
⑨ 月見の里学遊館
⑩ 山名コミュニティセンター
⑪ 袋井消防本部　袋井消防署
⑫ 袋井東コミュニティセンター　かつもく館
⑬ 袋井北コミュニティセンター
⑭ 若葉こども園
⑮ 袋井市総合体育館　さわやかアリーナ
⑯ 袋井東幼稚園
⑰ 袋井市立聖隷袋井市民病院
⑱ 天理教 山名大教会
⑲ 袋井南コミュニティセンター
⑳ 高南コミュニティセンター きぼう館
㉑ 袋井体育センター
㉒ サンライフ袋井
㉓ 子育てセンターにじいろ
㉔ 豊沢コミュニティセンター　豊沢ふれあい会館
㉕ 袋井市役所
㉖ 袋井土木事務所
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5. 袋井市中部水災害対策プラン 
5.1 水災害対策プランの基本方針 
5.1.1 水災害対策プランの目標と取組の考え方 
蟹田川・沖之川・小笠沢川を含む太田川水系では、平成 13 年 12 月に太田川水系河川整備計画

を策定し、蟹田川・沖之川においては、年超過確率 1/10 規模の河川改修に取り組んでいる。こ

の河川整備計画に先立ち、平成 13 年 10 月に太田川水系河川整備基本方針を策定し、蟹田川・沖

之川・小笠沢川における将来的な整備規模を年超過確率 1/50 規模と位置付けている。 
このような中で、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)では、令和 4 年の第 6 次評価報

告書において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」

と明記した。これを受け、気候変動を踏まえた将来の降雨量と流量の変化について、文部科学省、

気象庁、環境省、各大学等により様々な予測が行われ、(「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 
提言」令和元年 10 月 令和 3 年 4 月改訂 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会)では、

2℃上昇した場合の 2040 年以降の降雨量は現時点に対して 1.1 倍多くなると予測している。 
「袋井市中部水災害対策プラン」（以降、水災害対策プラン）は、浸水被害が頻発している袋

井市中部の蟹田川、沖之川および小笠沢川流域を対象に、これまで静岡県と袋井市が取り組んで

きた「袋井市中部総合的治水対策」を基本とし、河川管理者による河川改修を進めることはもと

より、住民一人ひとりに至るまで社会のあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策の目標

について認識を共有しながら、流域全員が協働して流域全体で行う持続可能な「流域治水」をよ

り強力に推進した取り組むべき治水対策を示したものである。 
水災害対策プランの目標は、気候変動を踏まえた将来の降雨量（年超過確率 1/50 雨量の 1.1

倍）に対して被害を最小とする流域治水としての「将来目指す姿」を見据えたうえで、短期的な

取組として整備期間 10 年程度とした水害対策を策定したものである。 
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5.1.2 流域治水の必要性 
蟹田川・沖之川の整備計画（1/10）を基本とした河道改修が完了した状態、及び小笠沢川の現

況河道に、気候変動を踏まえた将来の降雨量（確率 1/50 雨量の 1.1 倍）が発生した場合の浸水

状況についてシミュレーションした結果、蟹田川・沖之川・秋田川からの外水氾濫・内水氾濫に

よって床上浸水（浸水深 45cm 以上）となる箇所が散見され、河川対策だけでは浸水リスクが残

ることとなった。 
このように、計画規模を超える洪水に対して、流域の壊滅的被害を回避するには、河川管理者

による河川対策だけでは、被害の防止・軽減は困難であり、流域内における流出抑制対策や、流

木・土砂流出抑制対策も含め、流域一帯となって「流域対策」の取組を進めることで浸水被害の

軽減を図る必要がある。 
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図 5.1 整備計画河道（1/10）における河川整備基本方針（1/50）×1.1 倍外力の氾濫解析結果

（蟹田川） 

 

蟹
田
川 

松
橋
川 
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図 5.2 整備計画河道（1/10）における河川整備基本方針（1/50）×1.1 倍外力の氾濫解析結果

（沖之川） 

 
 

沖
之
川 
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図 5.3 現況河道における河川整備基本方針（1/50）×1.1 倍外力の氾濫解析結果（小笠沢川） 

 

秋田川 
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5.1.3 流域治水の「3 つの対策」の方向性 
「水災害対策プランの目標」を達成するため、あらゆる関係者の協働により流域治水を進めて

いくにあたり、その対策の特徴から以下の 3 つに分類し、各々の対策内容を総合的かつ多層的に

検討する。 
 
① 氾濫をできるだけ防ぐための対策 

氾濫や内水による堤防やポンプ整備等の治水施設や流域の貯留施設等の整備 
② 被害対象を減少させるための対策 

氾濫浸水や内水湛水を想定して、被害を回避するためのまちづくりや住まい方の工夫 
③ 被害の軽減・早期復旧・復興のための対策 

氾濫や内水の発生に際し、確実な避難や経済被害軽減、早期の復旧・復興のための対策 
 

 
出典：社会資本整備審議会（国）「気候変動を踏まえた水害対策のあり方について」答申（R2.7） 

図 5.4 流域治水の「3 つの方向性」の概念図 

 
 

  



 

39 

5.2 水災害対策プランの目標設定 
袋井市中部の水災害対策プランの目標は、計画規模を上回る超過洪水を対象とする「将来目指

す姿」を見据えて、浸水被害の早期軽減を目指して、短期的な取組として整備期間 10 年程度と

した水害対策を実施するものである。 
「将来目指す姿」とは、河川対策、流域対策、超過洪水対策を実施することで、超過洪水が発

生しても壊滅的な被害を回避する姿を想定している。 
「将来目指す姿」を見据えた短期対策では、これまで流域一体で取り組んできた「袋井市中部

総合的治水対策」の計画と整合を図ること、袋井市中部の蟹田川・沖之川・小笠沢川流域は規模

の違いはあっても概ね同一の洪水で浸水被害を受けてきたことを踏まえ、近年浸水被害が発生し

た洪水の内、平成 10 年 9 月豪雨と同規模の洪水に対して、床上浸水の被害を軽減すること、ま

た、逃げ遅れによる人的被害をなくすこと等を目標とする。 
 

表 5.1 袋井市中部水災害対策プランの目標 

項目 短期的な取組 

目標 

「将来目指すべき姿」を見据えた上で、浸水被害が発生した平成 10 年 9 月豪

雨と同規模の洪水に対して「床上浸水の被害を軽減すること、逃げ遅れによる

人的被害をなくすこと、氾濫発生後の社会機能を早期に回復すること」を目標

とする。 
対象区域 浸水被害が頻発している蟹田川・沖之川・小笠沢川の 3 流域 
対象期間 プラン策定から概ね 10 年間 

留意事項 

以下に示す各計画との整合を図る。 
・袋井市かわプログラム～袋井市河川等整備計画～ 
・太田川水系河川整備計画 静岡県（H13.12） 

 



 

40 

5.3 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 
5.3.1 蟹田川 

(1) 河川対策 

蟹田川においては、現時点で計画規模 1/10 確率に相当する整備が 2.0k 付近まで（蟹田川

水門撤去と彦島大橋の改築除く）整備が完了している。 
短期的な取組では、整備計画に位置付けられている河道改修の一部と松橋川合流点までの

河川改修を実施するとともに、松橋川についても暫定計画（計画規模 1/3）まで改修する。 

表 5.2 短期的な取組において想定される河川対策（蟹田川流域） 

河川対策 対策内容 

河道整備 

袋井土木 

事務所 

・蟹田川：河川整備計画（年超過確率 1/10）の計画流量が流下できる

よう、彦島大橋の改築および河川改修を実施する。 
・河道改修後の流下能力を維持するための河川管理施設（河道断面、

護岸等）の維持管理を実施する。 

袋井市 

・松橋川：蟹田川の排水能力に応じた河川改修（暫定 1/3→1/10）を実

施する。（蟹田川合流点～国道 1 号） 
・河道改修後の流下能力を維持するための河川管理施設（河道断面、

護岸等）の維持管理を実施する。 
・蟹田排水機場の廃止検討（樋門撤去） 

 
(2) 流域対策 

流域対策は、河川への流出抑制や市街地等の浸水の防止を目的として実施するものであり、

河川または雨水幹線沿いの雨水貯留浸透施設の設置が該当する。蟹田川は、水田貯留施設を

継続的に整備するとともに整備エリアを拡大する。さらに、宅内貯留施設の設置を推進する。 
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図 5.5 短期的な対策メニュー（蟹田川） 
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(3) 短期的な取組による河川対策と流域対策の減災効果 

蟹田川の現況の治水施設に対して、「(1) 河川対策」「(2) 流域対策」に示した対策内容を

実施したことによる減災効果は、平成 10 年 9 月降雨では市街地の氾濫面積は 42％程度減少

する。なお、蟹田川は短期対策で排水機場の廃止を位置付けたことから、既設排水機場が担

っていた湛水防除効果の変化を示すため、減災効果に農地面積を含めている。 
 

表 5.3 短期的な対策メニューによる H10.9 洪水の減災効果（蟹田川） 

 
 

 

項目 浸水面積（ha）
対策前

（現況/R5年度末時点）
Case1 計算結果 74.91

計算結果 43.8

効果量※

（Case2-Case1）
-31.11
-42%

※効果量：上段は減少面積（ha）、下段は減少率を示す。

※浸水面積について、H10.9洪水の浸水実績のある範囲を計上（農地を含む）。

対策後
【河川対策＋流域対策】

短
期
対
策

Case2

検討ケース
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現在※1 対策後※2 

  
※1：現在時点は R5 年末時点を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※2：対策後は短期的な対策メニュー実施後を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

図 5.6 河川対策と流域対策の浸水区域図（シミュレーション結果・全体図）（蟹田川） 

蟹
田
川 

松
橋
川 蟹

田
川 

松
橋
川 
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5.3.2 沖之川 
(1) 河川対策 

沖之川においては、現時点で計画規模 1/10 確率に相当する整備が完了している区間はなく、

一部区間で整備を実施中である。 
短期的な取組では、整備計画に位置付けられている河道改修を実施するとともに、村松西

排水路の樋管の拡張や鷲巣川の河川改修を実施する。 
 

表 5.4 短期的な取組において想定される河川対策（沖之川流域） 

河川対策 対策内容 

河道整備 袋井土木 

事務所 

・沖之川：河川整備計画（年超過確率 1/10）の計画流量が流下でき

るよう、0.0k～鷲巣川合流点までの河川改修を実施する。 
・河道改修後の流下能力を維持するための河川管理施設（河道断面、

護岸等）の維持管理を実施する。 
・沖之川第一樋門：樋門の拡張を実施する。 

袋井市 ・村松西排水路：樋管の拡張（絞り構造撤去・2.685m3/s）と、施設

の維持管理を実施する。 
中遠農林 

事務所 

・鷲巣川：計画規模（1/7）の河川改修を実施する。 

 
(2) 流域対策 

流域対策は、河川への流出抑制や市街地等の浸水の防止を目的として実施するものであり、

河川または雨水幹線沿いの雨水貯留浸透施設の設置が該当する。沖之川は、水田貯留施設を

整備するとともに、宅内貯留施設の設置を推進する。 
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図 5.7 短期的な対策メニュー（沖之川） 

 
  

（計画規模 1/7） R6 完了予定 
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(3) 短期的な取組による河川対策と流域対策の減災効果 

沖之川の現況の治水施設に対して、「(1) 河川対策」「(2) 流域対策」に示した対策内容を

実施したことによる減災効果は、平成 10 年 9 月降雨では市街地の氾濫面積は 49%程度減少

する。浸水深は最大で 72cm 程度低減する。 

表 5.5 短期的な対策メニューによる H10.9 洪水の減災効果（沖之川） 

 
※浸水面積について、対象流域の建物占有率（国土地理院、2022 年～2023 年更新）より建物が存在するエリアを

対象に集計を行ったものであり、農地の浸水面積は計上していない。 

 
 

項目 浸水面積（ha）
対策前

（現況/R5年度末時点）
Case1 計算結果 74.91

計算結果 43.8

効果量※

（Case2-Case1）
-31.11
-42%

※効果量：上段は減少面積（ha）、下段は減少率を示す。

対策後
【河川対策＋流域対策】

短
期
対
策

Case2

検討ケース

2.55

1.31

-1.24 

-49％
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47 

現在※1 対策後※2 対策効果※3 

 

 
 

 

 

 

 
※1：現在時点は R5 年末時点を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※2：対策後は短期的な対策メニュー実施後を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※3：対策効果は「現在」と「対策後」のシミュレーション結果による浸水深の差分を表している。対策後に浸水深が低下していると「－」を示す。 

図 5.8 河川対策と流域対策の浸水区域図（シミュレーション結果・全体図）（沖之川） 

 
 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

沖
之
川 

沖
之
川 

沖
之
川 
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48 

現在※1 対策後※2 対策効果※3 

 

 

 

 

 

 
※1：現在時点は R5 年末時点を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※2：対策後は短期的な対策メニュー実施後を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※3：対策効果は「現在」と「対策後」のシミュレーション結果による浸水深の差分を表している。対策後に浸水深が低下していると「－」を示す。 

図 5.7 河川対策と流域対策の浸水区域図（シミュレーション結果・H10.9 洪水浸水範囲付近拡大図）（沖之川） 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

沖
之
川 

沖
之
川 

沖
之
川 
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5.3.3 小笠沢川流域 
(1) 河川対策 

小笠沢川流域においては、短期的な取組では、柳原雨水ポンプ場の整備を実施する。 

表 5.6 短期的な取組において想定される河川対策（小笠沢川流域） 

河川対策 対策内容 

河道整備 

袋井土木 

事務所 

・太田川：河川整備計画（年超過確率 1/10）の計画流量が流下でき

るよう、河川改修を実施する。 
・河道改修後の流下能力を維持するための河川管理施設（河道断

面、護岸等）の維持管理を実施する。 

袋井市 
・秋田川：河川管理施設（河道断面、護岸等）の維持管理を実施す

る。 
雨水排除ポ

ンプの設置 
袋井市 

・柳原雨水ポンプの整備により秋田川排水能力を向上させる。 
（約 19.5m3/s） 

 
(2) 流域対策 

流域対策は、河川への流出抑制や市街地等の浸水の防止を目的として実施するものであり、

河川または雨水幹線沿いの雨水貯留浸透施設の設置が該当する。小笠沢川流域は、超過洪水

対策として新幹線南側に遊水池を整備するとともに宅内貯留施設の設置を推進する。 
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図 5.10 短期的な対策メニュー（小笠沢川） 

 
  

（約 19.5 ㎥/ｓ） 
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(3) 短期な取組による河川対策と流域対策の減災効果 

小笠沢川流域の現況の治水施設に対して、「(1) 河川対策」「(2) 流域対策」に示した対策

内容を実施したことによる減災効果は、平成 10 年 9 月降雨では市街地の氾濫面積は 35%程

度減少する。浸水深は最大で 23cm 程度低減する。なお、小笠沢川は短期対策で位置付けた

柳原ポンプ場の新設に伴い既設排水機場を廃止することから、既設排水機場が担っていた湛

水防除効果の変化を示すため、減災効果に農地面積を含めている。 
 

表 5.7 短期的な対策メニューによる H10.9 洪水の減災効果（小笠沢川） 

 
※浸水面積について、農地（調整池を除く）を含む浸水面積を計上している。 

 

 
 

項目 浸水面積（ha）
対策前

（現況/R5年度末時点）
Case1 計算結果 74.91

計算結果 43.8

効果量※

（Case2-Case1）
-31.11
-42%

※効果量：上段は減少面積（ha）、下段は減少率を示す。

対策後
【河川対策＋流域対策】

短
期
対
策

Case2

検討ケース

20.37

13.29

-7.08 

-35％
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現在※1 対策後※2 対策効果※3 

 

 

 

 

 

 
※1：現在時点は R5 年末時点を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※2：対策後は短期的な対策メニュー実施後を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※3：対策効果は「現在」と「対策後」のシミュレーション結果による浸水深の差分を表している。対策後に浸水深が低下していると「－」を示す。 

図 5.8 河川対策と流域対策の浸水区域図（シミュレーション結果・全体図）（小笠沢川） 

 
 
 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ：調整池 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ：調整池 

秋田川 秋田川 秋田川 
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現在※1 対策後※2 対策効果※3 

 

 

 

 

 

 

※1：現在時点は R5 年末時点を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※2：対策後は短期的な対策メニュー実施後を想定しており、H10.9 洪水を外力としたシミュレーション結果を示している。 

※3：対策効果は「現在」と「対策後」のシミュレーション結果による浸水深の差分を表している。対策後に浸水深が低下していると「－」を示す。 

図 5.9 河川対策と流域対策の浸水区域図（シミュレーション結果・H10.9 洪水浸水範囲付近拡大図）（小笠沢川） 

 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ：調整池 

 ＜凡 例＞ 

 ：浸水深（0.20m～） 

  ：浸水深（0.45m～） 

 ：調整池 
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5.4 被害対象を減少させるための対策 
主に都市計画や土地利用の施策が該当する。これらの施策では、将来的なまちづくりを検討す

る上で、災害ハザード情報を収集・整理し災害リスクの分析等を行う。 
災害ハザード情報は、想定最大規模の洪水のほか、洪水に関する多段階の発生頻度（計画規模、

中頻度、高頻度等）によるハザード情報等を確認し、検討を進めるものであり、必ずしも水災害

対策プランで想定する外力の考え方に合致するものではない。 
このため、各施策の今後 10 年間で実施する取り組み内容をプランに位置付ける。 
なお、災害ハザード情報には、「洪水に関する河川整備の見通し等を踏まえた浸水に関する情

報」も含まれるため、水災害対策プランで検討したシミュレーション結果も災害ハザード情報の

一つとして、まちづくりの検討に活用していく。 
本書では「立地適正化計画における防災指針の記載」、「水害リスク情報空白区域の解消」の考

え方について記載した。なお、具体内容については、今後検討する。 
 
 
(1) 立地適正化計画における防災指針に基づく取組の推進 

防災まちづくりの推進を図るため、立地適正化計画の居住導区域等における防災対策・安

全確保策を定めた「防災指針」に基づく取組を推進する。なお、水害リスクを考慮した立地

適正化計画策定の基本的な考え方を以下に示す。 
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出典：袋井市都市計画マスタープラン H30.3 に加筆 

図 5.10 袋井市 土地利用の基本方針図 

蟹田川流域内（概略） 

沖之川流域内（概略） 

小笠沢川流域内（概略） 
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出典: 立地適正化計画作成の手引き 

 
 
 

 
出典: 立地適正化計画作成の手引き 

 

 「立地適正化計画作成の手引き」に従い、防災指針の記載に向けて検討を進めていく。 

 災害リスク分析と防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出にあたり、災害ハザード情

報等の収集、整理が必要である。 
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出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要） 

 
 
 
 
 

 
出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要） 

 

 「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を踏まえ、防災指針の検討

を進めていく。 

 水災害に関するハザード情報をもとにリスク評価を行う。 

 「洪水に関する河川整備の見通し等を踏まえた浸水に関する情報」も含まれるため、検

討したシミュレーション結果も災害ハザード情報の一つとして、検討に活用していく。 

 水害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性や、リスクを軽減又は回避する対策を検

討することが必要である。 

 治水バランスを確保し、流域全体で安全を確保するため、流域・広域の視点から関係者

の連携が必要である。 
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(2) 水災害リスク情報空白域の解消 

近年、中小河川等の水害リスク情報の提供を行っていない水害リスク情報の空白域で多く

の浸水被害が全国的に発生している。 
水害リスク情報の空白域を解消するため、静岡県では航空（LP）測量等の地盤高データを

用いて「土砂災害警戒区域」の抽出を実施し、水災害リスクの情報公表を推進していく。 
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5.5 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策としては、主に避難や社会機能の早期回復にかかる

ソフト施策が該当する。 
なお、前述の「5.3 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」や「5.4 被害対象を減少さ

せるための対策」は、取組の実施や効果の発現に一定程度の期間を要するため、地域住民の生命

を守り、被災しても地域が機能不全に陥ることのないよう、避難体制の強化や社会機能の早期回

復にかかるソフト対策を併せて実施することが重要である。 

本書では「水災害リスク情報の充実」や「避難体制の強化と被害軽減のための対策」とする。

なお、具体内容については、今後検討する。 

 
(1) 水害リスク情報の充実 

静岡県では、水害リスク情報の空白域の解消のため、令和 4 年 6 月に小笠沢川、令和 5 年

8 月に蟹田川・沖之川における洪水浸水想定区域図を公表した。これらは、現時点での各河川

の河道状況において、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により各河川が氾濫した場合の

浸水状況を、氾濫シミュレーションしたものである。 
一方、この区域図には、支川の氾濫や内水による氾濫等が考慮されていないため、これら

を考慮した雨水出水浸水想定区域図を作成・公表するとともに、ハザードマップの作成も行

う。また、作成した水害リスク情報を宅地建物取引業団体等へ情報提供することで、居住者

等に対して水害リスクを周知する。 
 
 
 
 
 

 蟹田川・沖之川・小笠沢川流域では、令和 4年 6月 30 日に小笠沢川、令和 5年 8月 31

日に蟹田川・沖之川で洪水浸水想定区域図を公表している。 
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図 5.11 太田川水系・蟹田川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 
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図 5.12 太田川水系・沖之川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 

図 5.13 太田川水系・小笠沢川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 
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(2) 避難体制の強化と被害軽減のための対策 

洪水浸水想定区域図等の水害リスク情報を踏まえ、避難に必要な避難場所や情報伝達方法

等を表示したハザードマップを活用して、住民一人ひとりが様々な洪水リスクに対してどの

ような避難行動をとればよいかを自ら考える、「わたしの避難計画」「マイ・タイムライン」

の作成・普及をはかるため、出前講座、ワークショップ等を通じての作成の目的や効果、作

成方法の支援や、避難訓練等の実践的な指導を定期的に実施していく。 
また、避難計画の立案や迅速な避難のためには、刻一刻と変化する降雨、水位等の情報を

入手できる環境を整備する必要があることから、避難行動を促すための情報として氾濫や越

水・溢水が生じやすい河川の水位情報やライブカメラ映像等を活用するとともに、主要幹線

道路における冠水状況や映像配信などの充実を図る。 
 

 
出典：国土交通省 HP 「流域治水」の基本的な考え 
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5.6 水災害対策プランのロードマップ 
水災害対策プランに位置付けた「氾濫をできるだけ防ぐための対策」だけでは、対象外力に対

し、水災害対策プランの目標を達成できないことから、流域の壊滅的被害を回避するには「被害

対象を減少させるための対策」「被害の軽減・早期復旧・復興のための対策」も含めた多層的な

取組が必要である。 
本書では、継続的な取組として流域治水関連法等を参考に「氾濫をできるだけ防ぐための対策」

「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減・早期復旧・復興のための対策」としての具

体的な施策を設定し、令和 6 年度～令和 15 年度の 10 年間で実施する取組内容を整理した。 
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表 5.8 取り組み内容一覧 

蟹田川 

 

１．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

●

●

●

●

3 ●

●

●

●

●

5

6 ●

7 ●

8 ●

9 ●

10 ●

２．被害対象を減少させるための対策

1

2

３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

●

●

2 ●

3 ●

4

5 ●

●

●

7

8 ●

9 ●

10 ●

11

施策
番号

施策名

事業主体

対策メニュー 取り組み内容

2 松橋川河川改修 袋井市 ・河川整備計画に基づく河川改修の実施

0ｋ～1ｋ060　L=1,060m
・蟹田川本川改修（彦島大橋～松橋川合流点）の進歩に合わせ
て施工

機関

1 蟹田川河川改修 袋井土木事務所
・河川整備計画に基づく河川改修の実施

・彦島大橋に係わる地元協議を継続し、早期河川改修に努める

・彦島大橋の架け替え

袋井市中部総
合的治水対策
からの継続

1ｋ060～2ｋ360　L=1,300m
・下流から順次施工

蟹田排水機場の計画的な維持管理・運用 袋井市
・蟹田排水機場の最適な運転マニュアルの更
新

・蟹田排水機場管理者と連携し、在り方（樋門撤去）を県と検
討

・JR東海道本線及び東海道新幹線橋梁部の河道拡幅

松橋川合流点～県管理境界
・流下能力不足箇所の堤防嵩上げ

4 雨水貯留施設の推進 袋井市

・校庭貯留施設等の維持管理
・校庭貯留施設の適切な維持管理（集水施設の清掃）を行う
（今井小、袋井西小、袋井中）

・雨水貯留タンク（各戸貯留施設）の設置 ・雨水貯留タンク設置の促進

・流域貯留施設整備の推進（民間貯留） ・流域貯留施設整備（民間貯留）の事業化検討・推進

・水田貯留施設整備、維持管理 ・田んぼダムの推進

森林整備、治山治山事業による流出抑制 中遠農林事務所 ・森林の整備 ・森林の整備、維持管理

保水地域の保全
中遠農林事務所

袋井市
・農業支援制度による農業振興地域における
保水地域の保全

・多面的機能支払交付金事業による農業振興地域における保水
地域の保全

蟹田川の堆積土砂の除去 袋井土木事務所 ・蟹田川に堆積した土砂の除去 ・蟹田川に堆積した土砂の除去

松橋川や水路の堆積土砂の除去 袋井市 ・松橋川や水路に堆積した土砂の除去 ・松橋川や水路に堆積した土砂の除去

農地の保全
中遠農林事務所

袋井市
・優良農地の維持保全

・農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づく優良農
地の保全

適切な土地利用の誘導 袋井市 ・市土地利用指導要綱に基づく、適正な指導 ・現行基準に従い継続指導していく

1 水災害リスク情報空白域の解消

袋井土木事務所
・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置

・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置
・浸水位置表示の設置

袋井市 ・ハザードマップの作成
・想定最大規模降雨の洪水ハザードマップの作成
・中小規模河川の洪水ハザードマップの作成

水災害リスク空白域の解消 袋井市
・具体的な水災害対策を検討し、マスタープ
ラン等へ位置付ける

・具体的な水災害対策を検討し、マスタープラン等へ位置付け
る

立地適正化計画における防災指針の記載 袋井市
・立地適正化計画における防災指針の記載の
検討

・立地適正化計画における防災指針の記載の検討

宅地建物取引業団体への水災害リスク情報
等の説明

袋井市 ・水災害リスク情報等の提供 ・効果的な水災害リスク情報等の提供方法を検討

サイポスレーダー等による河川水位情報等
の提供

袋井土木事務所
袋井市

・SIPOS－RADAR、袋井市ホームページでの防
災情報の提供

・水位情報およびカメラ画像の提供

ハザードマップの周知および住民の水災害
リスクの理解促進の取組

全機関
・袋井市洪水ハザードマップの普及推進
・実績浸水区域の公表
・袋井市中部流域治水対策の普及推進

・袋井市中部流域治水対策の説明会を開催
・出前講座、学校教育等の実施

要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成と避難の実効性の確保

袋井市 ・施設管理者への周知および支援等 ・避難訓練の実施

土のうステーション運営 袋井市 ・土のうステーション整備・運営 ・土のうステーション整備検討

水防団の強化 袋井市
・備蓄資材の拡充
・水防倉庫の改修・整備
・水防訓練の実施

・備蓄資材の拡充検討
・水防倉庫の改修・整備検討
・水防訓練の実施

6 水位計の設置

袋井土木事務所 ・河川に危機管理型水位計の設置 ・新規水位計の設置検討

袋井市 ・河川における新規水位計の設置
・新規水位計の設置検討
・機器の有効活用により、避難判断のための情報を収集する

地域が計画する避難計画の作成支援（緊急
避難所の指定等）

袋井市 ・要望する自主防災会への支援を実施 ・要望する自主防災会への支援を検討

河川パトによる堆積状況等の把握
袋井土木事務所

袋井市

・土砂堆積や植生繁茂による流下阻害が無い
か等を定期的な河川パトロールの実施により
把握する

・定期的な河川パトロールの実施

通行規制情報の周知
袋井土木事務所

袋井市
・ホームページやメール・LINE等により情報
発信を行い、周知を促す

・ホームページやメール・LINE等により情報発信を行い、周知
を促す
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沖之川 

 

 

１．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

●

2 ●

3 ●

●

●

●

●

●

6 ●

7

8 ●

9 ●

10 ●

11 ●

12 ●

２．被害対象を減少させるための対策

1

2

３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

●

●

2 ●

3 ●

4

5 ●

●

●

7

8 ●

9 ●

10 ●

11

通行規制情報の周知
袋井土木事務所

袋井市
・ホームページやメール・LINE等により情報
発信を行い、周知を促す

・ホームページやメール・LINE等により情報発信を行い、周知
を促す

地域が計画する避難計画の作成支援（緊急
避難所の指定等）

袋井市 ・要望する自主防災会への支援を実施 ・要望する自主防災会への支援を検討

水防団の強化 袋井市
・備蓄資材の拡充
・水防倉庫の改修・整備
・水防訓練の実施

・備蓄資材の拡充検討
・水防倉庫の改修・整備検討
・水防訓練の実施

河川パトによる堆積状況等の把握
袋井土木事務所

袋井市

・土砂堆積や植生繁茂による流下阻害が無い
か等を定期的な河川パトロールの実施により
把握する

・定期的な河川パトロールの実施

・河川における新規水位計の設置
・新規水位計の設置検討
・機器の有効活用により、避難判断のための情報を収集する

土のうステーション運営 袋井市 ・土のうステーション整備・運営 ・土のうステーション整備検討

サイポスレーダー等による河川水位情報等
の提供

袋井土木事務所
袋井市

・SIPOS－RADAR、袋井市ホームページでの防
災情報の提供

・水位情報およびカメラ画像の提供

6 水位計の設置

袋井土木事務所 ・河川に危機管理型水位計の設置 ・新規水位計の設置検討

袋井市

要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成と避難の実効性の確保

袋井市 ・施設管理者への周知および支援等 ・避難訓練の実施

宅地建物取引業団体への水災害リスク情報
等の説明

袋井市 ・水災害リスク情報等の提供 ・効果的な水災害リスク情報等の提供方法を検討

・ハザードマップの作成
・想定最大規模降雨の洪水ハザードマップの作成
・中小規模河川の洪水ハザードマップの作成

ハザードマップの周知および住民の水災害
リスクの理解促進の取組

全機関
・袋井市洪水ハザードマップの普及推進
・実績浸水区域の公表
・袋井市中部流域治水対策の普及推進

・袋井市中部流域治水対策の説明会を開催
・出前講座、学校教育等の実施

立地適正化計画における防災指針の記載 袋井市
・立地適正化計画における防災指針の記載の
検討

・立地適正化計画における防災指針の記載の検討

1 水災害リスク情報空白域の解消

袋井土木事務所
・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置

・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置
・浸水位置表示の設置

袋井市

水災害リスク空白域の解消 袋井市
・具体的な水災害対策を検討し、マスタープ
ラン等へ位置付ける

・具体的な水災害対策を検討し、マスタープラン等へ位置付け
る

沖之川の堆積土砂の除去 袋井土木事務所 ・沖之川に堆積した土砂の除去 ・沖之川に堆積した土砂の除去

油山川、村松西排水路、鷲巣川の堆積土砂
の除去

袋井市
・油山川、村松西排水路、鷲巣川に堆積した
土砂の除去

・油山川、村松西排水路、鷲巣川に堆積した土砂の除去

・雨水貯留タンク（各戸貯留施設）の設置 ・雨水貯留タンク設置の促進

・水田貯留施設整備、維持管理

農地の保全
中遠農林事務所

袋井市
・優良農地の維持保全

・農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づく優良農
地の保全

適切な土地利用の誘導 袋井市 ・市土地利用指導要綱に基づく、適正な指導 ・現行基準に従い継続指導していく

農業用ため池の耐震・豪雨対策 中遠農林事務所 ・可能性検討及び実施 ・ため池の耐震・豪雨対策の実施

保水地域の保全
中遠農林事務所

袋井市
・農業支援制度による農業振興地域における
保水地域の保全

・多面的機能支払交付金事業による農業振興地域における保水
地域の保全

鷲巣川河川改修 中遠農林事務所 ・河川整備計画に基づく河川改修の実施 ・鷲巣川の河川改修(R6完了)

4 袋井排水機場の計画的な維持管理・運用

袋井市
・袋井排水機場の最適な運転マニュアルの更
新

・袋井排水機場管理者と連携し、原野谷川河道に負荷を与えな
い運転マニュアルを検討

中遠農林事務所 ・袋井排水機場管理者への指導・支援
・袋井排水機場管理者への指導・支援
・遠隔監視・制御システムの導入検討

・田んぼダムの推進

森林整備、治山治山事業による流出抑制 中遠農林事務所

・保安林制度や林地開発許可制度による森林
の保全
・治山事業や森の力再生事業の活用による森
林の整備

・治山パトロールによる保安林の巡視（年1回）
・市及び地域との連携により緊急性の高い箇所の事業の推進及
び促進

5 雨水貯留施設の整備・維持管理 袋井市

・校庭貯留施設等の維持管理
・校庭貯留施設の適切な維持管理（集水施設の清掃）を行う
（袋井東小）

・河川整備計画に基づく河川改修（将来）

村松西排水路改修 袋井市 ・河川整備計画に基づく河川改修の実施 ・沖之川河川改修の状況に応じた沖之川合流部の樋門拡張

機関

1 沖之川河川改修 袋井土木事務所 ・河川整備計画に基づく河川改修の実施

・継続して暫定河川改修を進める

・沖之川第一樋門の拡張

袋井市中部総
合的治水対策
からの継続

施策
番号

施策名

事業主体

対策メニュー 取り組み内容
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小笠沢川 

 

 
 

１．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

1

2 ●

3

●

●

●

5 ●

6 ●

7 ●

8 ●

9 ●

10 ●

２．被害対象を減少させるための対策

1

2

３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

●

●

2 ●

3 ●

4

5 ●

●

●

7

8 ●

9 ●

10 ●

11

施策
番号

施策名

事業主体

対策メニュー 取り組み内容

太田川河川改修 袋井土木事務所 ・太田川の暫定河道掘削 ・太田川河口部～原野谷川合流点までの暫定掘削を進める

柳原雨水ポンプ場の計画的な維持管理・運
用

袋井市
・柳原雨水ポンプ場の計画的な維持管理・運
用

・運転マニュアルの作成・更新

機関

柳原雨水ポンプ場の整備 袋井市 ・柳原雨水ポンプ場の整備
柳原雨水ポンプの整備による秋田川排水能力の向上
（19.4m3/s）

袋井市中部総
合的治水対策
からの継続

4 雨水貯留施設の整備・維持管理 袋井市

・校庭貯留施設等の維持管理
・校庭貯留施設の適切な維持管理（集水施設の清掃）を行う
（袋井南小、高南小、袋井南中）

・雨水貯留タンク（各戸貯留施設）の設置 ・雨水貯留タンク設置の促進

・流域貯留施設整備、維持管理
・新幹線南側に超過洪水対策として遊水池を整備する
・流域貯留施設整備、維持管理

農地の保全
中遠農林事務所

袋井市
・優良農地の維持保全

・農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づく優良農
地の保全

適切な土地利用の誘導 袋井市 ・市土地利用指導要綱に基づく、適正な指導 ・現行基準に従い継続指導していく

森林整備、治山治山事業による流出抑制 中遠農林事務所

・保安林制度や林地開発許可制度による森林
の保全
・治山事業や森の力再生事業の活用による森
林の整備

・治山パトロールによる保安林の巡視（年1回）
・市及び地域との連携により緊急性の高い箇所の事業の推進及
び促進

保水地域の保全
中遠農林事務所

袋井市
・農業支援制度による農業振興地域における
保水地域の保全

・多面的機能支払交付金事業による農業振興地域における保水
地域の保全

小笠沢川の堆積土砂の除去 袋井土木事務所 ・小笠沢川に堆積した土砂の除去 ・小笠沢川に堆積した土砂の除去

秋田川の堆積土砂の除去 袋井市 ・秋田川や水路に堆積した土砂の除去 ・秋田川や水路に堆積した土砂の除去

1 水災害リスク情報空白域の解消

袋井土木事務所
・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置

・洪水浸水想定区域図の公表
・土砂災害警戒区域の標識等の設置
・浸水位置表示の設置

袋井市 ・ハザードマップの作成
・想定最大規模降雨の洪水ハザードマップの作成
・中小規模河川の洪水ハザードマップの作成

水災害リスク空白域の解消 袋井市
・具体的な水災害対策を検討し、マスタープ
ラン等へ位置付ける

・具体的な水災害対策を検討し、マスタープラン等へ位置付け
る

立地適正化計画における防災指針の記載 袋井市
・立地適正化計画における防災指針の記載の
検討

・立地適正化計画における防災指針の記載の検討

宅地建物取引業団体への水災害リスク情報
等の説明

袋井市 ・水災害リスク情報等の提供 ・効果的な水災害リスク情報等の提供方法を検討

サイポスレーダー等による河川水位情報等
の提供

袋井土木事務所
袋井市

・SIPOS－RADAR、袋井市ホームページでの防
災情報の提供

・水位情報およびカメラ画像の提供

ハザードマップの周知および住民の水災害
リスクの理解促進の取組

全機関
・袋井市洪水ハザードマップの普及推進
・実績浸水区域の公表
・袋井市中部流域治水対策の普及推進

・袋井市中部流域治水対策の説明会を開催
・出前講座、学校教育等の実施

要配慮者利用施設における避難確保計画の
作成と避難の実効性の確保

袋井市 ・施設管理者への周知および支援等 ・避難訓練の実施

土のうステーション運営 袋井市 ・土のうステーション整備・運営 ・土のうステーション整備検討

水防団の強化 袋井市
・備蓄資材の拡充
・水防倉庫の改修・整備
・水防訓練の実施

・備蓄資材の拡充検討
・水防倉庫の改修・整備検討
・水防訓練の実施

6 水位計の設置

袋井土木事務所 ・河川に危機管理型水位計の設置 ・新規水位計の設置検討

袋井市 ・河川における新規水位計の設置
・新規水位計の設置検討
・機器の有効活用により、避難判断のための情報を収集する

地域が計画する避難計画の作成支援（緊急
避難所の指定等）

袋井市 ・要望する自主防災会への支援を実施 ・要望する自主防災会への支援を検討

河川パトによる堆積状況等の把握
袋井土木事務所

袋井市

・土砂堆積や植生繁茂による流下阻害が無い
か等を定期的な河川パトロールの実施により
把握する

・定期的な河川パトロールの実施

通行規制情報の周知
袋井土木事務所

袋井市
・ホームページやメール・LINE等により情報
発信を行い、周知を促す

・ホームページやメール・LINE等により情報発信を行い、周知
を促す
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6. 水災害対策プランの今後の進め方 
各対策における取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画

等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むことが必要

である。 

対策効果の早期発現のため、水災害対策プランに位置付けた取組を実施する一方で、引き続き

協議会を開催し、PDCA サイクルによる対策の実施、毎年の進捗管理と中間年次における効果検

証、必要に応じてプランの見直しを行いながら、目標の確実な達成に向けて関係部局が連携して

取り組む。 
また、短期の取組の検討において、近年発生した水害を対象としたが、当該水害が必ずしも各

河川（地区）において最も危険となる降雨特性とは限らない。このため、取組期間中に短期の取

組の検討で設定した外力を上回る規模の水害が発生した場合は、当該水害を分析の上、水災害対

策プランの対象外力の見直しも含め、プランの検証（PDCA）を行う。 
 
 

 

図 6.1 水災害対策プラン PDCA サイクル図 

 
 
 


